
（単位：千円）

国庫
支出金

県
支出金

その他 一般財源
うち、引上げ分の

地方消費税
（社会保障財源化分）

1,420,880 627,393 361,911 431,576 62,462

308,927 52,226 256,701 37,152

1,750,004 311,133 182,208 152,955 1,103,708 159,739

37,791 994 15,858 20,939 3,030

648,828 485,852 21,784 141,192 20,435

42,544 42,544 6,157

76,292 76,292 11,042

4,285,266 1,425,372 581,761 205,181 2,072,952 300,017

749,444 44,970 22,485 681,989 98,704

297,784 50,214 173,124 74,446 10,775

1,047,228 95,184 195,609 756,435 109,479

863,539 147,605 715,934 103,617

114,698 454 114,244 16,535

88,549 1,483 1,247 37,016 48,803 7,064

19,812 13,941 5,871 850

92,395 2,442 610 9,310 80,033 11,583

1,178,993 4,379 149,462 60,267 964,885 139,649

6,511,487 1,524,935 926,832 265,448 3,794,272 549,145

愛媛県 大洲市

549,145千円

6,511,487千円

総合福祉施設運営事業

（令和４年度決算）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当経費について

 （歳入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

 （歳出）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充当する社会保障施策関連経費

　地方消費税交付金のうち、消費税率引き上げに伴う増収分については、社会保障施策（社会福祉、社会保険、保
健衛生に関する施策）に要する経費に充てるものとされています。
　令和４年度大洲市一般会計決算における社会保障施策関連経費への充当状況については、以下のとおりです。

特定財源

事業費

社会
保険

介護保険事業

財　源　内　訳

小　　　計

合　　　計

保健
衛生

事　　　業　　　名

児童福祉事業

母子父子福祉事業

生活保護扶助事業

高齢者福祉事業

小　　　計

国民健康保険事業

保健師設置費

健康増進事業

診療所運営事業

小　　　計

社会
福祉

障害者福祉事業

社会福祉団体運営補助

高齢者医療事業

感染症予防事業


